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１ 長寿命化修繕計画の背景と目的                        

(1) 背景 

国土交通省では、地方自治体が管理している 13 万箇所を超える道路橋の老朽

化等に伴う損傷の早期発見とその補修を行うため、平成 19 年度に「長寿命化修

繕計画策定事業費補助制度」を創設した。この制度は「長寿命化修繕計画」の策

定に要する費用の一部を国が補助するもので、これまでの事後的な修繕・架替え

から、今後は予防的修繕および計画的架替えへと政策転換を促すことを目的と

している。 

全国的に見て、建設後相当の期間を経過した橋梁を含む社会資本は増大する

傾向にあり、老朽化に伴う障害事例が見られる。 

愛知県においても、平成 17 年度に「社会資本長寿命化基本計画」を策定し、

予防的修繕に取り組むため、平成 19 年度から全橋梁の点検を実施し、平成 24 年

度に計画を策定している。 

東浦町の橋梁は、高度成長期以降に整備されたものが多く、今後、高齢化の進

行が予想される。こうした状況の下、今までのような事後的な修繕および架替え

では更新コストが増大し、町の財政状況が厳しくなり社会資本関連の予算が削

減されつつある昨今の状況では、適切な維持管理の継続に振り分ける予算の確

保が困難となる可能性がある。 

(2) 目的 

上記の背景のもと、今後急速に増大する高齢化した橋梁の維持管理に対応す

るため、従来型の事後的な修繕・架替えから予防的な修繕・計画的な架替えへと

円滑な政策転換を図る必要がある。 
このため、橋梁の長寿命化及び橋梁の修繕・架替えにかかるコストの縮減を図

りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的とした。 

(3) 方針 

計画期間は、令和４年度から令和８年度とする。また、本計画が適切で有効性

の高いものとするために最新の点検結果を反映させ、適宜更新・改訂を行うもの

とする。 
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２ 長寿命化修繕計画の対象橋梁（対象橋梁の概況）             

(1) 計画対象の橋梁数 

東浦町が管理する道路法上の道路に架かる橋長２ｍ以上の道路橋 73 橋(ボ

ックスカルバート等含む)、を対象とする。(ボックスカルバートも道路を構

成する一部であり、常に健全性を把握する必要性があるため、長寿命化修繕

計画の対象とした。) 

表-2.1 計画対象橋梁数 

対象橋梁数 73 橋 

 うち平成 29年度点検橋梁 31 橋 

 うち平成 30年度点検橋梁 33 橋 

 うち令和２年度点検橋梁 6 橋 

 未点検橋梁(新設) 3 橋 

 

(2) 橋梁の構成 

計画策定橋梁 73 橋の橋種別橋梁割合は以下のとおりであり、鋼橋※が４%、

RC 橋※が 54%、PC 橋※が 42%となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

橋種 橋梁数 総橋長 

鋼橋    3 橋 64.55m 

RC 橋   39 橋 160.14m 

PC 橋   31 橋 381.05m 

計  73 橋 589.49m 

鋼橋

4%

RC橋

54%

PC橋

42%

図-2.1 橋種別の橋梁割合 

表-2.2 橋種別の橋梁数・総橋長 

橋梁数 

73 橋 
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(3) 橋梁の年齢  

長寿命化修繕計画対象橋梁の供用開始年度別橋梁数は下図のとおりである。

現時点(令和４年３月 31 日末時点)では、架設年度が判明している橋梁で架設後

50 年以上経過した橋梁は 7 橋（11.9%）であるが、10 年後には 35 橋（61.0％）、

20 年後には 43 橋（72.9%）と増加する。 
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図-2.3 現在の年齢別橋梁割合  

(架設年度 不明を含む)         
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用語説明 

※ 鋼橋 

主要部材に鋼を用いた橋。 

※ RC 橋・PC橋 

コンクリートを主材料として用いた橋。コンクリートは圧縮には強いが引っ張りには弱

いため、鉄筋で補強した橋を RC 橋、高張力鋼棒によりプレストレスを導入した橋を PC

橋と呼ぶ。 



                    

－5－ 

３ 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針         

(1) 健全度の把握に関する基本的方針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度・構造や立地条件等を十分に考慮し

て点検計画を立て、５年に１回の定期点検を実施する。定期点検においては、愛

知県の「橋梁定期点検要領（案）」に基づいて実施し、橋梁の損傷を早期に把握

するよう心掛ける。 

橋梁定期点検要領（案）では、部材単位で細かく点検し、損傷の程度等に基づ

き対策の必要性を表-3.1 に示すように判定を行い、損傷度のデータを基に部材

単位での健全性を表-3.2 に示すように判定する。最終的に、部材単位の健全性

を基に道路橋毎の健全性の診断を行い、表-3.2 に示すように判定をする。 

 なお、点検状況については、写真-3.1、3.2 のとおり示す。 

表-3.1 定期点検における橋梁の対策の必要性 

区分 内 容 

A 損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。 

B 状況に応じて補修を行う必要がある。 

C1 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

C2 橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。 

E1 橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 

E2 その他、緊急対応の必要がある。 

S1 詳細調査の必要がある。 

S2 追跡調査の必要がある。 

表-3.2 健全性の診断 

区 分 内 容 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性

が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

 
 
 
 
 
 
 



                    

－6－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 点検及び修繕の状況 

点検については一巡目の点検を平成 27 年度から平成 30 年度にかけて近接目

視で点検を行っている。なお、わらび橋・願並橋については供用開始年度が令和

３年度のため、令和４年度に実施する二巡目点検に併せて一巡目点検を行う。 

修繕については、判定区分Ⅳ(緊急措置段階)に該当する橋梁はなかった。判定

区分Ⅲ(早期措置段階)の橋梁については３橋(全体の 1％)あり、平成 29 年度に

対象橋梁全ての修繕が完了している。また、判定区分Ⅱ(予防保全段階)に該当す

る橋梁は 37 橋(全体の 54％)あり、損傷具合及び対象橋梁の周辺環境や利用状況

を鑑みて計画的に修繕を行っていく。健全性の割合については図-3.1 のとおり

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真-3.2 専門業者による点検状況② 写真-3.1 専門業者による点検状況① 
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図-3.1 橋梁の健全性  
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(3) 日常的な維持管理に関する基本的方針 

橋梁の保全を図るため、日常的な点検として道路パトロールを実施する。 

道路パトロールでは、パトロール車で走行しながら目視点検を行い、異常

が疑われる箇所については徒歩による目視点検を行う。 

道路パトロールの実施フローを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3.2 道路パトロール実施フロー 

 

 

事前準備 

パトロール前 

パトロール中 

パトロール後 

・パトロール計画の作成 

・パトロールコースの確認 

・異常事象の前回未処置事項の確認 

・パトロール車から目視点検 

・パトロール記録の作成 

異常発見 
・徒歩による目視点検 

・異常の詳細情報の記録 

・現場写真の撮影 

・現場対応（清掃等） 
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異常を発見した際、道路上の落下物等、現場において対応が可能であるも

のについてはその場で対応する。具体例として、排水の目詰まりや土砂堆積

等を発見した際には必要に応じて堆積土砂の除去等を実施する。 

道路パトロールにおける橋梁に関する目視点検項目を表-3.3 に示す。 

  また、道路パトロール状況を写真-3.3・3.4 に示す。 

表-3.3 橋梁に関する点検項目 

点検項目 確認内容 

破損 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 
腐食 

剥離 

鉄筋露出 

ボルト外れ・ゆるみ 個数 

落書き 

対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数 接合部の段差 

土砂堆積 

排水不良 個数 

その他  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3.3 道路パトロール状況① 写真-3.4 道路パトロール状況② 
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４ 対象橋梁の長寿命化及び修繕及び集約化・撤去に係る費用の縮減に関する

具体的な方針  

日常の道路パトロールの中で清掃等を実施し、橋梁定期点検の中で損傷の度

合いおよび対策の必要性を定めるとともに、従来の事後的な修繕から予防的な

修繕等の実施へ移行し、コストが掛かる架替えを極力なくすことにより、橋梁の

長寿命化を目指す。また、長寿命化を適切に計画することにより、修繕・架替え

に係る事業費の大規模化および高コスト化を回避し、ライフサイクルコスト（Ｌ

ＣＣ）※の縮減を図る。 

 以下の取り組みを実施することで約 85 万円のコスト縮減を目指す。 

・令和８年度までに、対象橋梁のうち３橋で新技術の活用を行い、約 43 万円の

コスト縮減を図る。 

・令和８年度までに、迂回路が存在し交通量の少ない１橋の集約化・撤去を行い、

約 42 万円のコスト縮減を図る。 

  

用語説明 
※ ライフサイクルコスト 

製品や構造物などの企画、設計に始まり、竣工、運用を経て、修繕、耐用年数の経過に

より解体処分するまでを構造物の生涯と定義して、その全期間に要する費用を意味する。 
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５ 対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期   

計画策定橋梁 73 橋に対する今後５年間の長寿命化修繕計画を表-5.1 に示す。 

長寿命化修繕計画の基本的な考え方は、愛知県の「公共施設等総合管理計画」

を参考に以下のように設定した。 

① 劣化予測 

劣化予測は、「社会資本長寿命化基本計画」において諸元情報及び点検結果

を基に類型化したグループ単位で統計的に分析された結果を用いた。 

② ＬＣＣ分析 

将来的に発生する維持管理コスト、運営コスト、廃棄コスト、更新コスト

等を踏まえた経済性の評価を行うことで、中長期的な視点からの戦略的管理

計画を立案することを目的にＬＣＣ分析を行った。 

ＬＣＣ分析は、 

 a)橋梁に著しい損傷が発生してから補修する場合（事後保全タイプ） 

 b)定期的に点検を実施し損傷が軽微なうちに補修する場合（予防保全

タイプ）の２タイプによりコスト比較を行った。 

③ 優先度判定 

点検の結果、対策が必要と判断された損傷に対して、限られた予算で維持

補修を行うには、優先度を付け工事計画を立案する必要がある。優先度の考

え方を以下に示す。 
・ 主部材の損傷状況 主桁、床版等の主部材の損傷が著しい橋梁修繕 

     を優先 
・ 塗装系 劣化が早い塗装系の橋梁を優先 
・ 適用示方書 旧い基準が適用されている橋梁の修繕を優先 
・ 主桁の端部 劣化が早い主桁の端部の修繕を優先 
・ 交通量 利用度の高い橋梁の修繕を優先 
・ 大型車交通量 大型車交通量が多く、床版の疲労劣化の著しい 

橋梁の修繕を優先 
・ 路線の重要度 重要路線に位置する橋梁を優先 
・ 橋梁の重要度    橋長が長く、代替路のない橋梁を優先 
・ 政策的判断     改修計画のない橋梁を優先 

  ※Ⅲ判定の橋梁に関しては、次回の点検までに対策をするように努める。 
 
 ④ 新技術等の活用に関する具体的な方針 

   今後の老朽化対策においては、事業の効率化を図るため、従来工法のみで

はなく新工法や新材料などの新技術等を加えた比較検討などを実施する。 
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６ 長寿命化修繕計画による効果                      

以上の長寿命化に係わる基本方針に基づき作成した今後 100 年間の長寿命化

修繕計画の効果を以下に示す。 

① トータルコストの縮減効果 

橋梁に著しい損傷が発生してから補修する場合（事後保全タイプの補修）、

定期的に点検を実施し損傷が軽微なうちに補修する場合（予防保全タイプの

補修）の２タイプのコスト比較を実施した。 

計画策定橋梁 73 橋を対象とした場合、今後 100 年間の維持費（詳細設計

費等を除く）は事後保全タイプの約 1,185 百万円から、予防保全タイプの約

921 百万円となり、約 264 百万円（約 22.3%）の縮減が見込まれる。 

② 補修費を平準化した場合の年間予算額 

計画策定橋梁73橋における今後100年間の予防保全タイプの補修費約921

百万円を 100 年で単純に平準化した場合、約 9.2 百万円/年となる。 
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７ 計画策定担当部署                            

(1) 計画策定担当部署 

東浦町 建設部 土木維持管理課 TEL: 0562-83-3111（代） 
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